
変更理由

第１節「海上災害対策」 第１節「海上災害対策」
【本所】災害対策班　【庁舎】温海庁舎総務企画班
【関係機関】酒田海上保安部、県、自衛隊、県水難救済会、山
形県水難救済会

【本所】災害対策班　【庁舎】温海庁舎総務企画班
【関係機関】酒田海上保安部、県、自衛隊、〈削除〉山形県水
難救済会

◆誤植のため修正

⑵応急対策 ⑵応急対策
②応急活動 ②応急活動

（略） （略）

カ　山形県水難救済会
a  酒田海上保安部、県、市と連携をとり、必要な措置を行う。
b  負傷者の搬出及び救助
c  行方不明者の捜索
d  船舶火災の消火活動

<追加> ◆水産救済会の役割を追加

キ　船舶所有者
a  酒田海上保安部の指示による防除措置
b  消火及び延焼防止措置
c  現場付近の船舶に対する注意喚起

カ　船舶所有者
a  酒田海上保安部の指示による防除措置
b  消火及び延焼防止措置
c  現場付近の船舶に対する注意喚起

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（個別災害対策編）
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